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衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
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提
出
原
子
炉
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健
全
性
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維
持
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準
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関
す
る
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別
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号



衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
原
子
炉
の
健
全
性
評
価
尺
度
（
維
持
基
準
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

発
電
用
原
子
力
設
備
の
耐
震
性
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十

年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
二
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
お
い
て
、
発
電
用
原
子
力
設
備
は
過
去
の
地
震
記

録
に
基
づ
く
震
害
の
程
度
等
を
基
礎
と
し
て
求
め
ら
れ
る
地
震
力
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い

よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
定
め
て
お
り
、
ま
た
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
耐
震
設
計
審
査
指
針

（
昭
和
五
十
六
年
七
月
原
子
力
安
全
委
員
会
決
定
。
以
下
「
耐
震
設
計
審
査
指
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
発
電
用
原
子

力
設
備
全
体
が
設
計
の
段
階
で
耐
震
性
の
観
点
か
ら
問
題
の
な
い
構
造
強
度
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
具
体

的
基
準
を
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
現
在
、
原
子
力
安
全
・
保
安
院
に
お
い
て
導
入
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
る
第
百
五
十
五
回
臨
時
国
会

に
お
け
る
改
正
後
の
電
気
事
業
法
（
以
下
「
改
正
電
気
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
開

始
後
の
発
電
用
原
子
力
設
備
の
健
全
性
の
評
価
（
以
下
「
健
全
性
評
価
」
と
い
う
。
）
の
基
準
に
お
い
て
は
、
発
電
用
原
子

一



力
設
備
が
耐
震
設
計
審
査
指
針
に
定
め
ら
れ
た
基
準
を
満
た
し
て
建
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
使
用
開
始
後
の

発
電
用
原
子
力
設
備
に
発
生
し
た
ひ
び
割
れ
が
当
該
設
備
全
体
の
構
造
強
度
に
影
響
を
与
え
な
い
程
度
の
大
き
さ
の
も
の
で

あ
っ
て
、
当
該
ひ
び
割
れ
が
地
震
の
発
生
に
際
し
て
拡
大
し
設
備
の
損
壊
に
至
ら
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、
耐
震
性
の

確
保
の
観
点
か
ら
問
題
が
な
い
と
の
考
え
方
の
下
、
省
令
第
五
条
に
規
定
す
る
耐
震
性
の
基
準
を
使
用
開
始
後
の
発
電
用
原

子
力
設
備
に
お
い
て
発
生
し
た
ひ
び
割
れ
に
適
用
す
る
た
め
の
具
体
的
な
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
耐
震
設
計
審
査
指
針
と
健
全
性
評
価
の
基
準
と
は
、
そ
の
性
格
及
び
適
用
さ
れ
る
場
面
が
異
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
「
維
持
基
準
で
は
耐
震
設
計
審
査
指
針
で
新
設
原
発
に
要
求
さ
れ
る
技
術
基
準
が
満
た
さ
れ

る
、
ま
た
は
、
こ
の
技
術
基
準
を
満
た
さ
な
い
維
持
基
準
は
導
入
し
な
い
」
と
い
っ
た
主
張
は
行
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
健
全
性
評
価
の
基
準
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
省
令
第
五
条
の
規
定
の
運
用
を
明
確
化
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
導
入
に
よ
っ
て
現
行
の
「
安
全
基
準
」
の
水
準
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
ひ
び

割
れ
が
耐
震
設
計
審
査
指
針
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
発
電
用
原
子
力
設
備
全
体
の
耐
震
性
に
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
前
提

で
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
導
入
に
よ
っ
て
発
電
用
原
子
力
設
備
の
「
安
全
基
準
」
の
水
準
が
新
設
時
と

使
用
開
始
後
と
で
異
な
る
も
の
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

二



一
の
（
二
）
か
ら
（
四
）
ま
で
に
つ
い
て

「
日
本
機
械
学
会
「
維
持
規
格
（
Ｊ
Ｓ
Ｍ
Ｅ

Ｓ

Ｎ
Ａ
�－

�
�
�
�
）
」
に
関
す
る
技
術
評
価
書
（
案
）
」
（
以
下

「
技
術
評
価
書
案
」
と
い
う
。
）
は
、
民
間
規
格
で
あ
る
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
維
持
規
格
Ｊ
Ｓ
Ｍ
Ｅ

Ｓ

Ｎ
Ａ
�－

�

�
�
�
（
社
団
法
人
日
本
機
械
学
会
。
以
下
「
維
持
規
格
二
〇
〇
〇
」
と
い
う
。
）
を
健
全
性
評
価
の
基
準
と
し
て
採
用
す

る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
原
子
力
安
全
・
保
安
部
会
原
子
炉
安
全
小
委
員
会

（
以
下
「
原
子
炉
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
及
び
原
子
炉
小
委
員
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
基
準
評
価
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

（
以
下
「
基
準
評
価
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
原
子
力
安
全
・
保
安

院
に
お
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
て
作
成
す
る
技
術
評
価
書
（
以
下
「
技
術
評
価
書
」
と
い
う
。
）
の

原
案
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
耐
震
設
計
審
査
指
針
の
専
門
家
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
原
子
炉
小

委
員
会
及
び
基
準
評
価
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
委
員
の
構
成
は
別
紙
一
の
と
お
り
で
あ
り
、
耐
震
工
学
、
原
子
炉
安
全
工

学
、
地
震
学
等
発
電
用
原
子
力
設
備
の
耐
震
設
計
に
関
係
す
る
分
野
の
専
門
家
が
参
加
し
て
い
る
。

一
の
（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
健
全
性
評
価
の
基
準
の
導
入
に
よ
っ
て
現
行
の
「
安
全
基
準
」
の
水
準
を
引

き
下
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
健
全
性
評
価
の
基
準
は
、
ひ
び
割
れ
が
耐
震
設
計
審
査
指
針
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る

三



発
電
用
原
子
力
設
備
全
体
の
耐
震
性
に
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
前
提
で
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
耐
震
設
計
審

査
指
針
と
健
全
性
評
価
の
基
準
と
は
、
そ
の
性
格
及
び
適
用
さ
れ
る
場
面
が
異
な
る
た
め
、
耐
震
設
計
審
査
指
針
と
維
持
規

格
二
〇
〇
〇
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
お
尋
ね
に
お
い
て
、
一
部
、
耐
震
設
計
審
査
指
針
に
基

づ
き
詳
細
な
耐
震
設
計
手
法
を
定
め
た
民
間
規
格
で
あ
る
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
（
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
四
六
〇
一
）

（
社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
電
気
技
術
基
準
調
査
委
員
会
。
以
下
「
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
四
六
〇
一
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い

る
基
準
を
耐
震
設
計
審
査
指
針
の
基
準
と
し
て
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
右
と
同
様
の
理
由
か
ら
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
四

六
〇
一
と
維
持
規
格
二
〇
〇
〇
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
な
い
。

お
尋
ね
の
「
原
子
力
安
全
委
員
会
と
の
協
議
」
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
こ
れ
を
実
施
す
べ
き
根
拠
は
な
い
が
、
原
子
力
安

全
・
保
安
院
と
し
て
は
、
今
後
、
技
術
評
価
書
案
に
対
す
る
関
係
者
か
ら
の
意
見
等
を
踏
ま
え
つ
つ
技
術
評
価
書
の
最
終
的

な
取
り
ま
と
め
を
行
い
、
こ
れ
を
原
子
力
安
全
委
員
会
に
報
告
し
、
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
安
全
裕
度
（
マ
ー
ジ
ン
）
を
大
き
く
と
る
べ
き
と
の
問
題
提
起
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
問
題
提
起
に
対
応
す

る
と
の
観
点
か
ら
の
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
原
子
力
安
全
・
保
安
院
に
お
い
て
技
術
評
価
書
案
を
取
り
ま
と
め
る
過
程

で
、
維
持
規
格
二
〇
〇
〇
に
お
け
る
許
容
限
界
の
設
定
に
つ
い
て
、
適
切
な
安
全
裕
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

四



て
い
る
。

一
の
（
五
）
に
つ
い
て

設
備
の
固
有
周
期
が
大
き
く
変
化
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
設
備
に
作
用
す
る
地
震
力
の
変
化
を
動
的
に
解
析
す
る
手
法

は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
が
、
発
電
用
原
子
力
設
備
に
つ
い
て
は
、
「
原
子
力
配
管
系
の
多
入
力
振
動
実
験
報
告
書
（
そ
の

二
）
」
（
国
立
防
災
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
研
究
速
報
第
七
十
九
号
）
及
び
「
機
器
・
配
管
系
の
経
年
変
化
に
伴
う
耐
震
安
全

裕
度
評
価
手
法
の
研
究
報
告
書
」
（
防
災
科
学
技
術
研
究
所
研
究
資
料
第
二
百
二
十
号
）
に
示
さ
れ
て
い
る
実
験
結
果
に
よ

り
、
ひ
び
割
れ
が
生
じ
た
と
し
て
も
固
有
周
期
へ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
ひ
び
割
れ
が
生
じ

た
設
備
に
つ
い
て
も
、
ひ
び
割
れ
が
な
い
状
態
の
固
有
周
期
を
前
提
と
し
て
、
設
備
に
作
用
す
る
地
震
力
を
過
小
評
価
す
る

こ
と
な
く
耐
震
性
の
評
価
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

維
持
規
格
二
〇
〇
〇
は
、
発
電
用
原
子
力
設
備
の
使
用
開
始
後
に
お
い
て
検
査
等
で
発
見
さ
れ
た
ひ
び
割
れ
を
対
象
と
し

て
評
価
を
行
う
た
め
の
手
法
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
検
査
装
置
、
検
査
方
法
等
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
維
持
規
格
二
〇
〇
〇
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
が
行
う
検
査
に
お
い
て
十
分
な
精
度
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
前

五



提
と
な
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
技
術
評
価
書
案
に
お
い
て
、
別
紙
二
の
と
お
り
、
維
持
規
格
二
〇
〇
〇
を
適
用

す
る
に
当
た
り
検
査
精
度
の
確
保
等
の
た
め
事
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
遵

守
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

改
正
電
気
事
業
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と

い
う
。
）
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
定
期
事
業
者
検
査
（
健
全
性
評
価
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
に

係
る
組
織
、
検
査
の
方
法
、
工
程
管
理
等
に
つ
い
て
の
審
査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
を
実
施
す
る

事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
審
査
の
実
施
を
通
じ
て
、
検
査
に
係
る
経
営
者
の
責
任
の
明
確
化
、
検
査
部
門
か
ら
独
立
し
た
監

査
部
門
の
設
置
等
不
正
が
起
き
に
く
い
社
内
体
制
の
整
備
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
平
成
十
五
年
十
月
に
予
定
し
て

い
る
同
条
の
施
行
に
向
け
て
、
現
在
、
関
係
規
定
の
整
備
等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
改
正

電
気
事
業
法
第
百
十
七
条
の
二
に
お
い
て
、
定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
た
場
合
等
の
罰
則
が
規

定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
事
業
者
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
の
適
切
な
実
施
が
確
保
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。

六



三
の
（
三
）
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
と
し
て
は
、
原
子
力
に
係
る
安
全
の
確
保
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
厳
格
な
安
全
規
制
の

実
施
に
よ
り
発
電
用
原
子
力
設
備
の
安
全
確
保
に
万
全
を
期
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
機
構
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年

十
月
に
設
立
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
原
子
力
施
設
の
検
査
等
の
事
務
に
電
気
事
業
者
等
か
ら
の
出
向
者
を
充
て
な
い
よ
う

に
す
る
な
ど
原
子
力
安
全
規
制
の
被
規
制
者
か
ら
の
独
立
性
及
び
中
立
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
く
こ
と
を

予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
制
度
的
に
も
定
期
事
業
者
検
査
の
適
切

な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
が
整
え
ら
れ
て
お
り
、
「
ず
さ
ん
な
検
査
体
制
に
拍
車
が
か
か
る
の
で
は
な
い
か
」
、

「
維
持
基
準
が
（
中
略
）
厳
格
に
運
用
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

七



八



九



別紙二 日本機械学会「維持規格（JSME S NAl－2000）」に関する技術  

評価書（案）からの抜粋  

5． 維持規格適用に当たっての条件   

維持規格による発電用原子力設備の健全性評価が適切に実施されるために、当該規  

格を活用するに際して必要となる条件を明確にし、事業者に対してこれを遵守するよ  

う求める必要がある。このため、健全性評価制度に係る関係省令や審査基準等を整備  

する際において、以下の事項を維持規格の適用に関する条件として具体化することが  

必要であると考える。  

5．1 非破壊試験の実施  

（1）非破壊試験の実施方法   

欠陥の検出及び欠陥寸法の測定を目的とした非破壊試験が適切かつ十分な精度を以  

て実施されることが、欠陥評価の前提条件である。このため、事業者は、非破壊試験  

の実施に当たって、欠陥の検出、欠陥の長さ及び深さの測定にそれぞれ適した試験方  

法を選択し、その試験方法が十分な精度を有することを予め確認する必要がある。   

また、事業者は、非破壊試験を実施する者（試験員）が当該試験を行うための十分  

な能力を有していることを確認することが必要である。その際、例えば、当該試験員  

が、（D非破壊試験に必要な能力を証明する資格認定を受けていること、②適切な頻度  

でその能力維持に必要な講習や訓練を受けていること等を確認して判断すべきである。  

（2）SUS316（LC）材を用いた原子炉再循環系配管の探傷試験   

SUS316（LC）材を用いた原子炉再循環系配管について、超音波探傷試験に  

より検査を行う場合には、十分な検査精度を確保することが必要である。超音波探傷  

試験法による欠陥長さの測定には、斜角法と二次クリービング法を組み合わせること  

により精度よく測定できるものと考えられるが、欠陥深さの測定に際しては、SUS  

316（LC）系ステンレス鋼に発生する応力腐食割れが母材から溶接部に向かって  

進展し溶接金属内に存在する可能性があることを認識して探傷するとともに、溶接金  

属内の探傷に適した超音波探傷法を新たに導入することにより、検査精度の確認・向  

上が求められる。   

このため、事業者は、上記の改善された方法について、国内の実証試験で確認され  

ている精度（実測との誤差に係る標準偏差の2倍（2げ）として最大でも約4．4mm  

以内であること）と同等であることを実証し信頼性を確認した上で、実機に適用する  

ことが必要である。   

また、超音波探傷試験法以外の方法を用いる場合にあっても、十分な検査精度を確  

認した上で、適用することが必要である。  

（3）欠陥の検出に伴う追加試験   

供用期間中検査の非破壊試験により、検査対象機器において有意な欠陥指示が確認  

された場合は、当該検査の対象箇所に含まれていない類似箇所においても欠陥が存在  

する可能性があることから、事業者は、当該検査の期間中に類似箇所に対する追加的  

な非破壊試験を行う必要がある。この追加試験では、当該機器について当初計画され   
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ていた試験の数量に等しい箇所数又は範囲を対象とすべきである。  

また、追加試験において更に欠陥が検出された場合には、材料や使用条件等の類似  

性を考慮して、当該機器において、同種の欠陥等が発生する可能性が高いと判断され  

るすべての箇所について試験を行うことが必要である。  

5．2 第一段階の欠陥評価（EB－1020等）に係る事項  

（1 
維持規格においては機器の設計繰り返し荷重（60年）を想定し、その間成長する  

欠陥の大きさを予想して評価不要欠陥を定めているが（維持規格解説（Ⅱ）－1－4  

ページ参照）、60年という期間は、評価不要欠陥寸法を定めるための前提条件であ  

ることから、検出された欠陥が評価不要欠陥寸法以下であることを以て、当該機器が  

60年間継続使用できるものと解してはならないということを十分に認識する必要が  

ある。  

（2）評価不要欠陥に対する監視  

維持規格に規定される方法により評価不要欠陥と判定された場合であっても、近傍  

にある複数の欠陥が合体し進展するおそれがある場合などについては、事業者は、あ  

る一定の期間内において技術的に妥当と認められる頻度で当該箇所を繰り返し監視す  

る定点サンプリングを実施することが必要である。  

（3）応力腐食割れ（SCC）による欠陥の評価  

SCCによる欠陥に対しては、維持規格においては評価不要欠陥の適用は認められ  

ていないため、事業者は、検出された欠陥を評価不要欠陥と評価する際には、当該欠  

陥がSCCによるものでないとする技術的根拠を明確にし、その根拠及び結果を記録  

して保存することが必要である。  

5．3 継続使用機器の監視  

き裂進展評価及び破壊評価（EB－3000、EB－4000及びEB－500  

0）の結果に基づき、一定期間の継続使用が認められた場合であっても、当該欠陥の  

進展予測の妥当性を確認するために、事業者は、継続検査の実施計画を策定して、当  

該期間中に、技術的に妥当と認められる頻度で継続的に、当該欠陥を監視することが  

必要である。  

5．4 評価の再実施  

維持規格では、進展予測に際しての荷重の発生回数を、設計時の条件ではなく、運  

転実績に基づいて設定するとしているが、この場合、欠陥の進展予測結果が運転実績  

に影響されることとなる。これは、現実的な方法であるが、その一方、必ずしも将来  

予測を行う条件として十分であるとは限らない。このため、事業者は、運転実績だけ  

に限らず、設計時の条件と運転期間を基に設定するというASME Boile r  

a nd P r e s s u r e Ve s s el Co d e S e c tio n XIの考え  

□   方を考慮して定めることが必要である。  

また、事業者が設定した荷重の発生回数を超えたり、進展予測の評価の前提として   
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想定していた以外の荷重が発生するなど、進展予測の前提条件が変わるような場合、  

事業者は、当該欠陥寸法を再度計測し、再評価を行うことが必要である。   

さらに、基準地震動（Sl）による地震力あるいは静的地震力に比べて十分小さい  

地震力以下で原子炉が自動停止するよう設計・運用されているが、この設計地寮力に  

相当する加速度未満の地震を経験した場合、事業者は、発電所の再起動に先だって適  

切な点検を行い、問題のないことを確認することが必要である。  

5．5 第1種機器以外の設備への維持規格の適用   

維持規格は、第1種機器（原子炉冷却材圧力バクンダリを構成するフェライト銅容  

器、オーステナイト系ステンレス鋼管及びフェライト銅管）を対象としているが、こ  

れら以外の機器について欠陥評価を実施する場合は、維持規格に定める方法を適用す  

ることができる。  

5．6 維持規格以外の方法の適用   

維持規格に定められた方法の一部あるいは全部について、他の方法を適用すること  

により健全性評価を行うとする場合、′規制当局の承認を受けることが必要である。す  

なわち、当該方法が十分な技術的根拠を有し、かつ、容認できるレベルの品質と安全  

性を保証するものであることの技術的妥当性を提示し、その適用の是非について承認  

を受けることが必要である。  

5．7 想定外欠陥に関する情報の共有化   

非破壊試験において検出された欠陥が、維持規格において想定するき裂進展機構  

（EBp3330、EB－4330及びEB－5330）に該当しない機構で進展す  

るものであることが判明した場合あるいはその可能性がある場合には、維持規格を適  

用することはできない。   

しかしながら、こうした欠陥は新たな進展機構によるものであることから、当該欠  

陥に係る技術的知見を今後の対策検討等に有効活用するとの観点から、規制当局及び  

事業者は、試験の結果、き裂が生じた条件と進展予測、対策等について、情報の共有  

化が図れるような仕組みを検討する必要がある。  

□   
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